
市第 142 号 

市第 142 号議案 

   横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設 

備及び運営の基準に関する条例の一部改正 

 横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運

営の基準に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   令和２年２月13日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設 

備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

 横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運

営の基準に関する条例（平成26年９月横浜市条例第46号）の一部を

次のように改正する。 

 第７条第３項ただし書中「第42条第７号イからクまで」を「第42

条第７号」に改める。 

 第14条第１項の表中 

「                

 

 

 

                     」 

「 

 

 

 

耐火建築物又は同条第９号

の３の準耐火建築物（同号 

ロに該当するものを除く。 

）            

耐火建築物           

を 

耐火建築物（建築基準法（ 

昭和25年法律第201号）第  

２条第９号の２の耐火建築 

物をいう。以下同じ。）又 

建築基準法（昭和25年法律第201  

号）第２条第９号の２の耐火建築 

物               
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」 

 附則第４項中「５年間」を「10年間」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第４項の改正

規定は、令和２年４月１日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関

する基準の一部改正に伴い、関係規定の整備を図るため、横浜市幼

保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に

関する条例の一部を改正する必要があるので提案する。 

は準耐火建築物（同条第９ 

号の３の準耐火建築物をい 

い、同号ロに該当するもの 

を除く。）（保育室等を３ 

階以上に設ける建物にあっ 

ては、耐火建築物）    

 に改める。 

160



市第 142 号 

 参  考  

   横 浜 市 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 学 級 の 編 制 、 職 員 、 設   

 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

 （ 園 舎 及 び 園 庭 ） 

第 ７ 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  乳 児 室 、 ほ ふ く 室 、 保 育 室 、 遊 戯 室 又 は 便 所 （ 以 下 こ の 項 及 び

次 項 に お い て 「 保 育 室 等 」 と い う 。） は 、 １ 階 に 設 け る も の と す

る 。 た だ し 、 園 舎 が 第 14 条 第 1 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 児

童 福 祉 施 設 基 準 条 例 第 42 条 第 ７ 号 ア 、 イ 及 び カ に 掲 げ る 要 件 を 満

た す と き は 保 育 室 等 を ２ 階 に 、 前 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 園 舎 を

３ 階 建 て 以 上 と す る 場 合 で あ っ て 、 第 14 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 

                 第 42 条 第 ７ 号        
 え て 準 用 す る 児 童 福 祉 施 設 基 準 条 例             に 
                 第 42 条 第 ７ 号 イ か ら ク ま で 

掲 げ る 要 件 を 満 た す と き は 保 育 室 等 を ３ 階 以 上 の 階 に 設 け る こ と

が で き る 。 

 （ 児 童 福 祉 施 設 基 準 条 例 の 準 用 ） 

第 14 条  児 童 福 祉 施 設 基 準 条 例 第 ４ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 、 第 ５ 条 第

１ 項 、 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 、 第 ７ 条 第 １ 項 、 第 ８ 条 、 第 10 条 か ら 第

12 条 ま で 、 第 14 条 （ 第 ４ 項 た だ し 書 を 除 く 。 ） 、 第 19 条 、 第 20 条

第 １ 項 、 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 、 第 42 条 第 ７ 号 、 第 43 条 （ 後 段 を 除 く

。） 並 び に 第 48 条 の 規 定 は 、 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に つ い て 準

用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 児 童 福 祉 施 設

基 準 条 例 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 

 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る 。 
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読み替える児童福祉施  

設基準条例の規定     

  読み替えられる字句        読み替える字句     

               （省       略）                

第42条第７号ア    耐火建築物（建築基準法（ 

耐火建築物又は同条第９号 

昭和25年法律第201号）第  

の３の準耐火建築物（同号 

２条第９号の２の耐火建築 

ロに該当するものを除く。 

物をいう。以下同じ。）又 

）  

は準耐火建築物（同条第９ 

 

号の３の準耐火建築物をい 

 

い、同号ロに該当するもの 

 

を除く。）（保育室等を３ 

 

階以上に設ける建物にあっ 

 

ては、耐火建築物）    

 

建築基準法（昭和25年法律第201  

耐火建築物           

号）第２条第９号の２の耐火建築 

 

物               

 

 

 

               （省       略）                

 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

   附  則 

   （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

 （ 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 職 員 配 置 に 係 る 特 例 ） 

           10 年 間 
４  施 行 日 か ら 起 算 し て    は 、 副 園 長 又 は 教 頭 を 置 く 幼 保 連 携 
           ５ 年 間 

 型 認 定 こ ど も 園 に つ い て の 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 

 、 同 項 の 表 備 考 １ 中 「 か つ 、」 と あ る の は 、 「 又 は 」 と す る こ と 

 が で き る 。 

   （ 第 ５ 項 か ら 第 ９ 項 ま で 省 略 ） 
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